
許可を受けたら毎年です！ 

 建設業決算変更届 
決算から４ヶ月以内 

 

「書類作成のみ＝15,000 円」でお請けします。 

 

この機会に､ぜひご活用ください！ 

その 1、建設業許可申請 その 2、決算終了変更届 

その 3、経営審査一式 その 4、指名願い 

知事・大臣 一般・特定 
 

更新は、３0,000 円～ 
新規は、４0,000 円～ 

建設業者の経営診断 
 

公共工事を請けるなら 
経営審査が必要です。 

決算毎の変更届 
 

この届けが 5 年分なければ 
許可の更新が出来ません。 

国、県、市の建設工事 
 

その２に 3 万円を加算して 
公共工事を請けませんか？ 

○ 建設業許可など営業許可はお任せ下さい。 

○ 会社設立や契約書等文書作成のご相談。 

○ 事業主の労災保険や退職金共済のご相談。 

●こんな事、あんな事、お気軽にご相談下さい。 

〒814-0143 福岡市城南区南片江３－７－２８ 

社労士・行政書士福岡事務所    

電話 0９２-２84-06１1 
 URL: www.gs-fukuoka.com 

下記の手続きも承っています。 

株式会社設立、産廃収集運搬業許可、 

宅建業免許、派遣業、介護事業許可 

公正証書（契約、遺言、離婚、後見人） 

  


